
第４７７６号 令和２年１１月２６日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 ページ 

○ 街区の区域変更【市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課】 

２

○ 街区の区域廃止及び区域変更【市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住

民課】 ４

○ 街区の区域変更及び増設【市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課

】 ６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による特定施設の設置の許可申請

【環境局環境監視部環境監視課】 ８

◇ 公  告 

○ 一般競争入札による市有財産の売払い【財政局財務部財産活用推進課

】 １３

○ 特定調達契約の落札者の決定（２件）【技術監理局契約部契約課】 

１６

1



北九州市告示第４１１号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市八幡西区下上津役三丁目１５番、１６番及び１

７番の街区の区域を別図２のとおり変更し、令和２年１１月２６日から実施す

るので告示する。

  令和２年１１月２６日

                    北九州市長 北 橋 健 治

2



3



北九州市告示第４１２号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市八幡西区折尾一丁目１１番の街区の区域を廃止

するとともに、別図１の同区折尾一丁目１２番の街区の区域を別図２のとおり

変更し、令和２年１１月２６日から実施するので告示する。

  令和２年１１月２６日

                    北九州市長 北 橋 健 治
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北九州市告示第４１３号 

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市小倉北区下到津一丁目１０番の街区の区域を別

図２のとおり変更するとともに、別図１の同区下到津一丁目の区域について別

図２のとおり街区を増設し、令和２年１１月２６日から実施するので告示する

。 

  令和２年１１月２６日  

北九州市長 北 橋 健 治   
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別図１ 

別図２ 

7



北九州市告示第４１４号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  令和２年１１月２６日 

北九州市長 北 橋 健 治

１ 申請の概要

（１） 申請者

愛知県稲沢市祖父江町祖父江高熊２２１番２号 

サカエ理研工業株式会社 

代表取締役 岡野 進 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

北九州市小倉南区曽根北町１０番１号 

サカエ理研工業株式会社北九州工場 

 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第

１８８号）別表第１の第６３号ホに掲げる

廃ガス洗浄施設 

名称 Ｋ系スクラバー 

能力 ２５，８００Ｎｍ３／時 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

使用時間間隔 連続使用

１日当たりの使用時間 ２４時間

季節的変動 なし

設置年月日 許可後
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量及 

び汚染状態 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０．１ 

最大 ０．２ 

水素イオン濃度 
通常 １～１４ 

最大 １～１４ 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５未満 

最大 ０．５未満 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５未満 

最大 ０．５未満 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １未満 

最大 １未満 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 ２０ 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．００３未満 

最大 ０．００３未満 

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．００５未満 

最大 ０．００５未満 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０２未満 

最大 ０．０２未満 

銅含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０１未満 

最大 ０．０１未満 

アンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 ２０ 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１未満 

最大 ０．１未満 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

   使用時における当該汚水処理施設による処理後の汚水等の１日当たりの

通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値

等 

項目 設置前 設置後 
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汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ４５０ 

最大 ４９０ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ６～８ 

最大 ６～８ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２０ 

最大 ２７ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １８ 

最大 ２６ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １５ 

最大 ２０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３０ 

最大 ５０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 ０．８ 
同左 

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０４ 

最大 ０．０８ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．６ 

最大 １．０ 
同左 

銅含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．６ 

最大 １．０ 
同左 

アンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３０ 

最大 ５０ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ９ 

最大 １０ 
同左 

（５） 排出水に関する事項

  ア 排水口名 排水口Ｎｏ．１ 

  イ 排水量及び汚染の状態 

項目 設置前 設置後

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 ４５０ 

最大 ４９０ 
同左 
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水素イオン濃度 
通常 ６～８ 

最大 ６～８ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２０ 

最大 ２７ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １８ 

最大 ２６ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １５ 

最大 ２０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３０ 

最大 ５０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 ０．８ 
同左 

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０４ 

最大 ０．０８ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．６ 

最大 １．０ 
同左 

銅含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．６ 

最大 １．０ 
同左 

アンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３０ 

最大 ５０ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ９ 

最大 １０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物質

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １未満 

最大 １未満 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   令和２年１１月２６日から同年１２月１７日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

   （２） 場所

     北九州市小倉北区城内１番１号
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    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書

を、令和２年１２月１７日までに前項第２号の場所に到着するように提出す

ること。 
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北九州市公告第７８６号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という 。） 第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和２年１１月２６日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

  別表のとおり

２ 契約条項を示す場所及び期間

（１） 場所

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市財政局財務部財産活用推進課

（２） 期間

この公告の日（以下「公告日」という 。） から令和３年２月５日まで（

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日並びに令和２年１２月２９日から同月３１日までの日（以

下「日曜日等」という 。） を除く 。） の毎日午前８時３０分から午後５時

１５分まで

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間

（１） 場所

  ア 北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市財政局財務部財産活用推進課

  イ 北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市広報室広聴課

  ウ 各区役所総務企画課及び出張所

 （２） 期間

公告日から令和３年２月５日まで（日曜日等を除く 。） の毎日午前８時

３０分から午後５時１５分まで

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間

（１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

（２） 期間

令和３年１月５日から同月７日までの毎日午前９時から午後５時まで（

正午から午後１時までを除く 。）
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５ 入札及び開札の日時及び場所

 （１） 入札日時

 別表のとおり

 （２） 開札日時

 入札締切り後直ちに行う。

（３） 入札及び開札の場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階第６入札室

６ 入札に参加することができる者の資格

次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

（１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を

経過していない者

  ア 入札を取り消されたことがある者

  イ 落札者として資格を取り消されたことがある者

  ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者

エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という 。） 第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という 。） のほか、次に掲げる者

ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という 。） 又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

ウ 次のいずれかに該当する者

   （ア） 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営

に実質的に関与している者

（イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい
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る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

７ 入札保証金

（１） １物件につき５万円とする。

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

８ 入札の無効

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

９ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。

１０ 入札等に係る問合せ先

 北九州市小倉北区城内１番１号

 北九州市財政局財務部財産活用推進課

 電話 ０９３－５８２－２００７

別表

番

号

        売 り払う物件 

入 札 日 時 所 在 地   公 簿

地 目

実 測 面 積

（ ㎡ ） 

最 低 売 却 価

格 （ 円 ） 

26 小 倉 南 区 徳 吉 東

一 丁 目 ３ ８ ４ 番

８ ほ か １ 筆 

宅 地 145.84  6,250,000 令 和 ３ 年 ２ 月 ５

日 （ 金 ） 午 前 ９

時 ０ ０ 分 

27 小 倉 南 区 蜷 田 若

園 二 丁 目 ５ ２ ５

番 ５ 

宅 地 236.16  9,720,000 令 和 ３ 年 ２ 月 ５

日 （ 金 ） 午 前 １

０ 時 ０ ０ 分 

28 小 倉 南 区 守 恒 本

町 一 丁 目 ２ ７ 番

１ ０ １ 

宅 地 103.80  7,070,000 令 和 ３ 年 ２ 月 ５

日 （ 金 ） 午 前 １

１ 時 ０ ０ 分 
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北九州市公告第７８７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和２年１１月２６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  白灯油（１１月分） ３２キロリットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和２年１０月２６日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社ワシダ 

  北九州市八幡東区枝光本町３番１号 

５ 落札金額 

  １キロリットル当たりの金額４万６，９００円に当該金額の１００分の１ 

０に相当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和２年９月２５日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第７８８号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和２年１１月２６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油（軽油引取税免税・１１月分） ３万４，７００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和２年１０月２６日 

４ 落札者の名称及び住所 

  高橋油脂工業株式会社 

  北九州市小倉北区赤坂五丁目６番３０－１号 

５ 落札金額 

  １リットル当たりの金額１０２円９０銭に当該金額の１００分の１０に相

当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和２年９月２５日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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